
令和7年1月27日

札幌市保健福祉局ウェルネス推進部医療政策課



本日の議事

1. 札幌市の災害医療体制について（報告）

2. 災害医療検討部会における審議事項について

３. 審議事項

• 在宅酸素療法患者に対する医療体制について

• 透析患者に対する医療体制について

４. その他
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• 令和５年度までは、保健所運営協議会（附属機関）において、医療政策のほか、
地域保健や保健所運営に関することを幅広く審議

• 札幌市の機構改革に伴い、少子高齢化・人口減少等による医療需要の多様化・
高度化を見据えた医療体制について、より集中的に審議するため、新たな附属

機関として札幌市医療体制審議会を令和６年９月に設置

R7年度～Ｒ６年度～R５年度

札幌市保健所運営協議会【附属機関】

■所掌事務
・地域保健及び保健所の運営に関すること

札幌市医療体制審議会【附属機関】R6.9～

■所掌事務
・本市における医療体制についての審議に関すること

医療体制審議会

３



令和６年1０月９日に開催された札幌市医療体制審議会にて、救急医療、災害

医療、在宅医療の課題については、専門部会を設置して協議することを決定

医療体制審議会

専門部会

⑵ 専門的分野の課題について協議

⑴ 専門部会に付託 ⑶ 協議結果を報告

⑷ 専門部会の協議結果について審議

災害医療体制検討部会の設置

４

R7年度～Ｒ６年度～R５年度

救急医療体制検討委員会

救急医療体制検討小委員会

災害医療体制検討小委員会

各種検討部会

【専門的見地から検討する部会を設置】

さっぽろ医療計画策定委員会

◎審議事項
・救急医療 ・災害医療 ・在宅医療

札幌市保健所運営協議会【附属機関】

■所掌事務
・地域保健及び保健所の運営に関すること

札幌市医療体制審議会【附属機関】R6.9～

■所掌事務
・本市における医療体制についての審議に関すること



備考委員氏名役職所属

審議会委員齊藤 晋支部長全日本病院協会北海道支部1

審議会委員成田 吉明支部長日本病院会北海道ブロック支部2

審議会委員上村 修二准教授札幌医科大学医学部 病院管理学3

西川 秀司副会長札幌市医師会4

中村 雅則救急医療部長札幌市医師会5

成田 愼一郎急病センター部長札幌市医師会6

小林 大時会長札幌市災害救急告示医療機関協議会7

小林 真也会長札幌市透析医会8

災害拠点病院
ＤＭＡＴ指定医療機関

水野 浩利助教札幌医科大学医学部 救急医学講座9

災害拠点病院
ＤＭＡＴ指定医療機関

提嶋 久子救命救急センター部長市立札幌病院10

災害拠点病院
ＤＭＡＴ指定医療機関

和田 剛志教授
北海道大学大学院医学研究院
侵襲制御医学分野救急医学教室
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災害拠点病院
ＤＭＡＴ指定医療機関

硲 光司救命救急部長北海道医療センター12

災害拠点病院
ＤＭＡＴ指定医療機関

奈良 理救命救急センター長手稲渓仁会病院13

ＤＭＡＴ指定医療機関合田 祥悟救急・集中治療センター医長札幌東徳洲会病院14

有識者小山 雅之講師札幌医科大学 医学部 公衆衛生学講座15

災害医療体制検討部会の委員

５
（敬称略）



本日の議事

1. 札幌市の災害医療体制について（報告）

2. 災害医療検討部会における審議事項について

３. 審議事項

• 在宅酸素療法患者に対する医療体制について

• 透析患者に対する医療体制について

４. その他

６
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札幌市の災害医療体制（傷病者等の受入体制）

・多発外傷等の重篤患者の救命医療
・傷病者等の受入・搬出を行う広域搬送
・ＤＭＡＴの派遣機能

北海道災害拠点病院
（５病院）

札幌市災害時基幹病院
（１６病院）

二次救急医療機関
救急告示医療機関

重
症
度

・救急搬送される傷病者への医療提供
・主に中等症以上の患者に対応（？）

各区応急救護所※

（保健センター等）

その他の
医療機関

・主に軽症者への対応（？）
・かかりつけ患者への対応（？）

・主に軽症者への対応（応急手当、
トリアージ等）※応急救護所等の運営にあたっては、札幌市医師会等による

医療救護班（医師・看護師等）の派遣による支援を実施

札幌市が独自に指定

・重症傷病者の受入及び緊急手術などの
必要な医療の提供
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役割

基幹病院は、原則として札幌市消防局等の行政機関及び他の医療機関
の収容要請に基づき搬送されてくる重症傷病者に対し、収容能力に応じ
可能な限り受入を行うとともに、緊急手術等の必要な医療を提供

選定基準

札幌市内の病院のうち、災害時に24時間体制による緊急手術が可能な
外科・整形外科等の診療科目を有する病院の中から、以下の事項を配慮
して選定

(1) 札幌市の地域防災計画上必要と考えられる場所に位置していること。

(2) ヘリポートあるいはヘリコプター着陸スペースを確保できること。

(3) 札幌市内の地域バランスを考慮し、１区に１病院以上を指定すること。

基幹病院連絡協議会

災害時基幹病院の運営に関し必要な事項を協議するとともに、関係者

間の情報交換及び連携強化を図るため設置

災害時基幹病院とは？



①

② ③

④

⑤

⑥⑦

⑧
⑨

⑩

⑪

⑫

⑯

⑬

⑮

⑭

９

①札幌医科大学附属病院 ※
②市立札幌病院 ※
③札幌厚生病院
④ＮＴＴ東日本札幌病院
⑤北海道大学病院 ※
⑥勤医協中央病院
⑦札幌東徳洲会病院
⑧北海道がんセンター
⑨ＪＣＨＯ札幌北辰病院
⑩ＪＣＨＯ北海道病院
⑪北海道医療センター ※
⑫手稲渓仁会病院 ※
⑬札幌徳洲会病院
⑭ＫＫＲ札幌医療センター
⑮札幌孝仁会記念病院
⑯自衛隊札幌病院

※北海道災害拠点病院と重複指定

災害時基幹病院一覧



1０

札幌市災害対策本部

医療対策本部
（WEST19）

各区保健センター

応急救護センター
応急救護所

医療機関

災害拠点病院

災害時基幹病院

二次救急医療機関
救急告示医療機関 等

災害発生現場

各医療救護班

札幌市医師会

札幌市医師会
医療救護班

ＤＭＡＴ ＪＭＡＴ 日赤救護班 その他団体

北海道

ＤＭＡＴ
調整本部

救護班派遣等
調整本部

派遣要請
派遣要請

現場
応急救護所

避難所

避難所
救護室

巡回診療

市内医療機関

派遣

ＤＭＡＴ
指定医療機関 など調整

札幌市の災害医療体制（医療救護班による支援）
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現場
応急救護所

応急救護センター
応急救護所

（各区保健センター）

避難所
救護室/巡回診療

医療機関支援
（特に、災害時基幹病院・

災害拠点病院へ）

広域医療搬送

応急救護センター
応急救護所

（各区保健センター）

避難所
救護室/巡回診療

医療機関支援

避難所
救護室/巡回診療

医療機関支援

ＤＭＡＴ以外の医療救護班
ＤＭＡＴ

急 性 期 亜急性期 慢 性 期

発
災

札幌市の災害医療体制（医療救護班の活動場所）



本日の議事

1. 札幌市の災害医療体制について（報告）

2. 災害医療検討部会における審議事項について

３. 審議事項

• 在宅酸素療法患者に対する医療体制について

• 透析患者に対する医療体制について

４. その他
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① 災害時の在宅酸素療法患者および透析患者

への医療体制の整備について

札幌市医療体制審議会（令和6年10月9日開催）で確認した審議事項

1３

これまでの検討経緯を踏まえ

当面の議題として審議

Ｒ7年度以降に審議
(協議事項に応じてＷＧを設置）

② 災害時における医療機関の体制について
（基幹病院およびその他医療機関の役割分担について）

③ 災害医療救護活動について



本日の議事

1. 札幌市の災害医療体制について（報告）

2. 災害医療検討部会における審議事項について

３. 審議事項

• 在宅酸素療法患者に対する医療体制について

• 透析患者に対する医療体制について

４. その他

1４



札幌市地域防災計画による「第４次被害想定」における最大規模の被害である

「月寒断層地震発生時」を想定

 最大震度7、市街地7割程度で震度６強以上

 死者・負傷者：建物倒壊等により多数の死者・負傷者（重傷者含む）が発生

 医療機関：被災や、医療従事者・ライフライン・医薬品の不足等による診療機能低下

 電力：発災直後、全戸の８４.1％で停電が発生

→順次解消され、１日後の停電率は８.０％ （冬期間）まで回復

ＨＯＴ体制の検討に当たっての災害規模想定

令和５年度小委員会 協議事項

令和６年度部会で審議の対象とする体制について①

1５



*1) 高流量ＨＯＴ： 低流量ＨＯＴ以外のＨＯＴ患者

*2) 低流量ＨＯＴ： 安静時酸素流量３Ｌ/分以下、酸素以外の医療提供不要、自立歩行可

*３） 自己対応： 停電時における、自家発電機や酸素濃縮器の外部バッテリー、携帯ボンベ等による自宅でのＨＯＴ継続

地震発生

ＨMＶ/
高流量
ＨＯＴ *１

低流量
ＨＯＴ *２

自己対応*３

不可

自己対応*３

可

自己対応*３

可

自己対応*３

不可

かかりつけ医等の医療機関 / 自宅等

かかりつけ医等の医療機関 /
自宅等

発災直後

避難所、自宅等

患者の
対応

かかりつけ医等の医療機関

新たな体制を整備 避難所、自宅等

停電復旧完了停電順次復旧大規模停電

大規模停電が発生している間（最大72時間程度）、比較的低流量のＨＯＴ患者
を対象に、酸素を提供できる体制を整備

電力の被災状況

３日(7２時間)後 １週間後１日(２４時間)後

ＨＯＴ体制の検討に当たっての患者別の対応想定

令和５年度小委員会 協議事項

令和６年度部会で審議の対象とする体制について②

1６



ＨＯＴ体制の対象患者

• 安静時の酸素流量３Ｌ/分以下
• 酸素供給以外の医療・ケアの提供が不要
• 自立歩行可（家族の付き添いなどを含む）

酸素流量・

患者の状態

• 自家発電機や酸素ボンベ等によるＨＯＴ継続が不可停電時の対応

令和５年度小委員会 協議事項

令和６年度部会で審議の対象とする体制について③

17



停電発生時における対象ＨＯＴ患者の受入機関

① 電源供給

・ 酸素濃縮器を持参した患者に対する電力供給

・ 酸素濃縮器の外部バッテリーの充電

② 酸素供給

・ 酸素濃縮器による酸素供給（患者が持参するＨＯＴ指示書等に基づく）

機能

各区保健センターの応急救護所 １０か所（各区１か所）設置場所・数

応急救護所に準じる（区が必要と認めた場合等）開設基準

発災直後から大規模停電が解消されるまでの期間 （72時間程度）開設期間

３. ＨＯＴ患者受入協力医療機関（以下、協力医療機関）

2. ＨＯＴステーション

ＨＯＴステーションに同じ（①②どちらかも可）
※ 低流量のＨＯＴ患者が対象のため、病床は使用せず、原則として①②以外の医療提供を要しないことが前提

機能

市の要請、または医療機関が必要と認めた場合に自発的に開設開設基準

ＨＯＴステーションに同じ開設期間

1. 患者のかかりつけ医療機関

令和５年度小委員会 協議事項

1８



受入必要
患者数

酸素流量
３Ｌ/分以下の
患者※

３３172中央区

３８1９６北区

３９2０３東区

３４17８白石区

2０1０５厚別区

３11５９豊平区

1８９４清田区

2111０南区

３６1８８西区

３21６３手稲区

３０21,５６８全市計

月寒断層地震における発災直後の停電割合：８４.１％

災害等に備えて酸素ボンベを用意していない患者割合（Ｒ５年４月 アンケート結果）：３6.４％

停電時に自院患者の対応不可の医療機関割合（Ｒ６年５月 医療機関予備調査結果）：6４.２％

(安静時の酸素流量 ３Ｌ/分以下の患者数※)×０.８４×０.３６×０.６４

※ 酸素事業者５社の調査結果（Ｒ５年12月実施）

■ 受入必要患者数の試算方法

■ 各区における受入想定患者数

ＨＯＴ協力医療機関等での受入が必要な患者数

1９



■ 医療機関に対する予備調査結果に基づく、協力医療機関の受入規模想定

＜予備調査概要＞

• 調査対象施設：市内医療機関 1,６５1施設

• 調査期間：令和６年５月27日～６月1４日

• 回答数：77８施設（回答率 ４7.1％）

• 調査内容：停電時における自院以外の患者への酸素または電源提供の可否、可の場合の患者数 等

協力医療機関（想定）

電源提供可
患者数※2

酸素提供可
患者数※2

（内訳）

施設数※1

無床診有床診病院

1０1３(０)(０)(2)2中央区

212４(1)(1)(1)３北区

５６(1)(０)(1)2東区

６６(０)(０)(1)1白石区

27３０(2)(０)(2)４厚別区

1８４３(０)(０)(2)2豊平区

９7(1)(０)(2)３清田区

００(０)(０)(０)０南区

2０22(1)(1)(1)３西区

６1０(1)(０)(1)2手稲区

1221６1(7)(2)(1３)22全市計

※2) 
※１の医療機関で酸素または電源提供可能な自院
以外の患者数（１人あたり2４時間対応を想定）

※1) 
予備調査で自院以外の患者に酸素または電源提供
可能と回答した医療機関数

ＨＯＴ協力医療機関における患者受入規模の想定

2０



受入必要
患者数

酸素流量
３Ｌ/分以下の
患者

３３172中央区

３８1９６北区

３９2０３東区

３４17８白石区

2０1０５厚別区

３11５９豊平区

1８９４清田区

2111０南区

３６1８８西区

３21６３手稲区

３０21,５６８全市計

ＨＯＴステーション（想定）協力医療機関（想定）

受入可
患者数

施設数
電源提供可
患者数

酸素提供可
患者数

施設数

1０～2０11０1３2

1０～2０1212４３

1０～2０1５６2

1０～2０1６６1

1０～2０127３０４

1０～2０11８４３2

1０～2０1９7３

1０～2０1０００

1０～2０12０22３

1０～2０1６1０2

1００～2００1０1221６122

ＨＯＴ協力医療機関等での受入必要患者数に対する受入規模

• ＨＯＴステーション1０か所、ＨＯＴ協力医療機関2０か所程度による受入が必要

• 患者の分布をふまえた受入機関の割当が必要
21



ＨＯＴ体制の概要と協議事項

停電発生時

• ＨＯＴステーションとＨＯＴ協力医療機関による対象ＨＯＴ患者の受入 （協議事項１）

平時

• ＨＯＴ協力医療機関への患者受入エリアの割当と情報提供 （協議事項２）

• ＨＯＴ患者に対する体制の周知 （協議事項３）

22



ＨＯＴ体制の概要と協議事項

停電発生時

• ＨＯＴステーションとＨＯＴ協力医療機関による対象ＨＯＴ患者の受入 （協議事項１）

平時

• ＨＯＴ協力医療機関への患者受入エリアの割当と情報提供 （協議事項２）

• ＨＯＴ患者に対する体制の周知 （協議事項３）

2３



ＨＯＴ協力医療機関とＨＯＴステーションによる患者受入体制

かかりつけ医患者

協力医療機関・ＨＯＴステーション
（ＨＯＴ受入機関）

札幌市医療対策本部

(災害医療コーディネーター)

災害時基幹病院等

酸素事業者

安否確認・酸素配送
ＨＯＴ受入機関の案内

酸素配送

受入患者情報
の共有

ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２ ＳＴＥＰ３ ＳＴＥＰ４

受入機関内で調整不可の場合、
対策本部が災害時基幹病院等
を調整

居住エリアに応じた受入機関で
受入不可の場合、対策本部が別
の受入機関を調整

かかりつけ医が対応不可の場合、
患者の居住エリアに応じた受入
機関が受入

かかりつけ医による対応

受入患者情報の共有

受入調整
受入患者情報
の共有

受入調整

居住エリア
に応じた

協力医療機関

全ての協力医療機関

ＨＯＴステーション

居住区エリア
に応じた
ＨＯＴ

ステーション

• 大規模停電発生直後から復旧までの間、患者の居住エリアに応じたＨＯＴ協力医療機関とＨＯＴ
ステーションにおいて、対象ＨＯＴ患者を受け入れ、酸素または電源提供を行う（下図 ＳＴＥＰ2）

• 患者の居住エリアに応じたＨＯＴ協力医療機関等で受入が困難な場合は、札幌市医療対策本部
が受入調整を行う（下図 ＳＴＥＰ３）

協議１

2４



ＨＯＴ協力医療機関の指定

指定の要件 （災害時基幹病院以外の医療機関を指定することを想定）

① 災害による停電発生時、自院以外のＨＯＴ患者に対する酸素または電源の供給が可能で

あること

② 非常時に使用可能な自家発電機等を保有し、患者受入に必要な電源を確保していること

停電発生時のＨＯＴ患者の受入について、要件を満たし、協力いただける医療機関と協定を締結

札幌市

医療機関

受入への協力依頼
意向調査の実施

意向調査への
回答

協定書案
の提示

協定書案
の確認

協定締結
要件①②あり

＋
受入への協力可

協定締結の進め方

合意

協議１
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全ての医療機関 （令和６年５月の予備調査への回答によらず、対象とする）調査対象

令和７年２月予定調査期間

• 施設の基本情報
• 停電時の対応※
 電源/酸素の供給可否

 供給可能な患者数（酸素流量３Ｌ以下）

 供給可能な場所

 供給可能な時間帯（平日日中・夜間/土日祝日日中・夜間）

 非常用電源の設置、燃料の確保状況

• 停電時の患者受入への協力の可否

調査内容

ＨＯＴ協力医療機関の指定に向けた意向調査

※ 冬期間に発生した停電時（最大72時間）、患者１人あたり2４時間対応することを仮定

協議１

2６



停電発生時

• ＨＯＴステーションとＨＯＴ協力医療機関による対象ＨＯＴ患者の受入 （協議事項１）

平時

• ＨＯＴ協力医療機関への患者受入エリアの割当と情報提供 （協議事項２）

• ＨＯＴ患者に対する体制の周知 （協議事項３）

ＨＯＴ体制の概要と協議事項
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ＨＯＴ協力医療機関への患者受入エリアの割当

• 協力医療機関の受入可能患者数と、エリアごとのＨＯＴ患者の分布をふまえて、担当エリアを割当
• 協力医療機関に対し、受入担当エリアと当該エリアの患者数の情報を提供

エリア内
患者数

受入エリア協力医療機関
（所在区）

(ａ)人菊水白石区Ａ病院
（白石区）

(ｂ)人東札幌

(ｃ)人菊の里

(d)人白石白石区Ｂ病院
（厚別区）

(ｅ)人北白石

(ｆ)人東白石

(ｇ)人北東白石

(ｈ)人白石東

(ｉ)人厚別中央厚別区

(ｊ)人厚別南

(ｋ)人厚別西

(ｌ)人もみじ台

(ｍ)人青葉

(ｎ)人厚別東

(ｏ)人北野清田区

(ｐ)人平岡

厚別南
(ｊ)人

厚別中央
(ｉ)人

厚別東
(ｎ)人

平岡
(ｐ)人

北野
(ｏ)人

厚別西
(ｋ)人

白石
(d)人

東白石
(ｆ)人

東札幌
(ｂ)人

菊水
(ａ)人

北白石
(ｅ)人

北東白石
(ｇ)人

白石東
(ｈ)人

菊の里
(ｃ)人

Ａ病院

もみじ台
(ｌ)人

Ｂ病院

青葉
(ｍ)人

※実際には全市分

協議２
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• 居住地域（まちづくりセンター所管区域または中学校区域等）
• 安静時の酸素流量（2Ｌ以下/2Ｌ～３Ｌ/３Ｌ超過）

収集する患者

情報

酸素事業者→札幌市情報の流れ

患者主治医の医療機関の協力のもと、酸素事業者が保有する患者の情報を

取得する

情報収集の
方法

患者受入エリアの割当に必要な情報収集協議２

2９



停電発生時

• ＨＯＴステーションとＨＯＴ協力医療機関による対象ＨＯＴ患者の受入 （協議事項１）

平時

• ＨＯＴ協力医療機関への患者受入エリアの割当と情報提供 （協議事項２）

• ＨＯＴ患者に対する体制の周知 （協議事項３）

ＨＯＴ体制の概要と協議事項

３０



• 患者主治医や酸素事業者の協力のもと、①～③について周知

① 停電発生時の対応

 まずは、かかりつけ医・酸素事業者に相談すること

 かかりつけ医等の対応が難しい場合、居住エリアに応じたＨＯＴ協力医療機関・

ＨＯＴステーションで、酸素または電源の供給が受けられること

 市ホームページ等で、開設しているＨＯＴ協力医療機関等の情報を確認すること

 ＨＯＴ協力医療機関等で酸素または電源供給を受ける際は、医師のＨＯＴ指示書、

または酸素供給に必要な情報を記入した「患者カード（仮）」等を持参すること

（災害時の備えの１つとして、平時から準備しておく）

患者に対する停電時対応や受入体制の周知①協議３

３1



③ ＨＯＴ協力医療機関・ＨＯＴステーション一覧

電源供給酸素供給連絡先住所名称

〇〇０１１-111-1111札幌市白石区・・・Ａ病院協力医療機関

〇×０１１-222-2222札幌市厚別区・・・Ｂ病院

〇〇０11-８６2-1８８1札幌市白石区南郷通１丁目白石保健センターＨＯＴステーション

〇〇０11-８９５-1８８1札幌市厚別区厚別中央１条５丁目厚別保健センター

〇〇０11-８８９-2４００札幌市清田区平岡１条１丁目清田保健センター

② 居住エリアに応じたＨＯＴ協力医療機関・ＨＯＴステーション

居住エリア居住区

菊水、東札幌、菊の里白石区

白石、北白石、東白石、北東白石、白石東白石区

全エリア厚別区

北野、平岡清田区

協力医療機関

Ａ病院

Ｂ病院

Ｂ病院

Ｂ病院

ＨＯＴステーション

白石保健センター

白石保健センター

厚別保健センター

清田保健センター

患者に対する停電時対応や受入体制の周知②協議３

３2



ＨＯＴ体制の概要（まとめ）

停電発生時

ＨＯＴステーションとＨＯＴ協力医療機関による患者の受入

• 大規模停電発生直後から復旧までの間、患者の居住エリアに応じたＨＯＴ協力医療機関と
ＨＯＴステーションにおいて、対象ＨＯＴ患者を受け入れる

• 患者の受入調整が必要な場合は、札幌市医療対策本部が調整を行う

平時

ＨＯＴ協力医療機関への患者受入エリアの割当と情報提供

• 協力医療機関の受入可能患者数と、ＨＯＴ患者の分布をふまえて、担当エリアを割り当てる
• 協力医療機関に対し、受入担当エリアと当該エリアの患者数の情報を提供する

患者に対するＨＯＴ体制の周知

• かかりつけ医や酸素事業者のご協力のもと、患者に対して、停電時の対応やＨＯＴ協力医療
機関等の情報について周知を行う

令和７年度に運用開始を予定
３３



本日の議事

1. 札幌市の災害医療体制について（報告）

2. 災害医療検討部会における審議事項について

３. 審議事項

• 在宅酸素療法患者に対する医療体制について

• 透析患者に対する医療体制について

４. その他

３４



• 災害時に自施設での透析が不可の場合、医療機関間の共助を行う地域ブロック（生活圏内）
を５ブロック設定

• ブロックは、遮断された場合に影響が大きい豊平川で分割

総数無床
診療所

有床
診療所

病院

2０３21５中央区中央ブロック

豊平川
北西側

2４９４11北区＋東区 （当別方面）北ブロック

22８６８西区＋手稲区 （石狩中心部）西ブロック

2５1０３12豊平区＋南区＋清田区 （北広島）南ブロック
豊平川
南東側 21３３1５白石区＋厚別区 （江別）東ブロック

※ 医療機関数は2０2４年８月現在

ブロック区分と各ブロックの透析医療機関数

１） 地域ブロックの設定

透析医療機関の災害時協力体制（札幌市透析医会）①
令和５年度小委員会 協議事項

３５



• 災害時透析拠点病院 1９施設を指定
• 医療機関連携を調整する災害透析コーディネーターを指定

統括コーディネーター： 主任1名（補佐１名）

各ブロックコーディネーター： 主任1名（補佐１名）

それ以外の病院災害時基幹病院

1４中央ブロック

1３北ブロック

1３西ブロック

12南ブロック

12東ブロック

各ブロックの透析拠点病院数

２） 災害時の透析拠点病院と透析医療コーディネーターの指定

令和５年度小委員会 協議事項

透析医療機関の災害時協力体制（札幌市透析医会）②

３６



ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２ ＳＴＥＰ３ ＳＴＥＰ４

市内の医療機関で調整不可の場合、
市外搬送を調整

ブロック内で調整不可の場合、ブロック
間で受入機関を調整
（統括コーディネーター）

かかりつけ透析医療機関が対応不可の
場合、地域ブロック内の受入機関を調整
（ブロックコーディネーター）

かかりつけ透析医療機関による対応

かかりつけ
透析医療機関

患者

札幌市透析医会

中央ブロック

透析医療機関 2０施設
うち拠点病院 ５施設

北ブロック

透析医療機関 2４施設
うち拠点病院 ４施設

西ブロック

透析医療機関 22施設
うち拠点病院 ４施設

南ブロック

透析医療機関 2５施設
うち拠点病院 ３施設

東ブロック

透析医療機関 21施設
うち拠点病院 ３施設

各
ブ
ロ
ッ
ク
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

札幌市医療対策本部
連携

本部への参画

統
括
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

市外透析医療機関

北海道保健医療福祉
調整本部等

• 地域ブロック内で、コーディネーターの調整により、透析拠点病院等において患者の受入を行う

受入調整

受入調整

災害時の透析医療機関における患者受入体制協議

３7



電力 （電源車配備等による供給）

水 （タンク車等による運搬給水）

• 北海道と北海道電力㈱等との災害時協定
に基づき、対応

• 優先的な電源車配備等の施設リストに、
透析拠点病院を追加

• 優先的な運搬給水の体制を札幌市水道局
と構築中

• 運搬給水に必要な透析拠点病院の情報
（受水槽の設置場所や容量等）について、

平時に調査を行い、市水道局と共有予定

透析拠点病院

ブロックコーディネーター

統括コーディネーター

札幌市医療対策本部

札幌市

水道局

要請

情報収集

協議

＜要請フロー＞

振興局・

北海道

北石連・

北海道電力

情報収集

• 北海道と北海道石油業協同組合連合会
（北石連）との災害時協定に基づき、対応

• 優先的な給油の施設リストに、透析拠点
病院を追加

燃料

給水
燃料・電力

供給

透析拠点病院へのライフライン供給

３８
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• 災害時に自力での通院が困難な患者の移動手段として、透析医療機関の車両を使用

• 透析医療機関の車両が、災害時に交通規制された場合でも通行可能となるよう、事前に
北海道警察に対し、「緊急通行車両」の届出を行い、標章の交付を受けるためのスキーム

を構築中

＜標章交付までの流れ（案）＞

透析医療機関 札幌市

北海道警察

① 証明書類の発行

② 申出書類の提出③ 標章の交付

透析患者の移動手段の確保

３９



災害時

[透析医会] 地域ブロック内の医療機関による透析患者の受入

• ５ブロック（生活圏）内の医療機関間の共助により、患者を受け入れる
• 各ブロックコーディネーターが透析拠点病院等との受入調整を行う

[札幌市] 透析医会と連携した対応

• 札幌市医療対策本部は、統括コーディネーターと連携して透析医療機関の情報を把握する
• 透析拠点病院等へのライフライン供給等の対応を行う

平時

[札幌市] 透析医会との情報共有

• 透析医会のネットワーク会議へ参加、各ブロックの活動状況等を把握する

[札幌市] 透析医療機関への災害時給水体制等の整備

• 災害時における透析拠点病院への応急給水のために必要な施設情報の調査等を行い、水道局
と共有する

透析医療体制の概要（まとめ）

４０



本日の議事

1. 札幌市の災害医療体制について（報告）

2. 災害医療検討部会における審議事項について

３. 審議事項

• 在宅酸素療法患者に対する医療体制について

• 透析患者に対する医療体制について

４. その他

４1



令和７年令和６年

４月以降（次年度）３月２月１月12月11月1０月

審議会
（親会）

災害医療
検討部会

第１回 (1０月９日) 第２回 （1月2８日） R７年度第１回 （Ｒ7年５月頃）

第１回 （1月27日） 第２回 （３月予定）

今後のスケジュール（予定）今後のスケジュール（予定）

４2



第２回部会での審議事項（案）

1. 在宅酸素療法患者に対する医療体制について

• 停電発生時のＨＯＴステーションとＨＯＴ協力医療機関による患者受入
体制について

• 停電発生時の体制運用に向けた平時の対応について

2. 透析患者に対する医療体制について

• 災害時の透析医会と連携した患者受入体制について

第２回部会での審議事項（案）
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